
　令和７年度農作業賃金等の標準額（消費税込）を、下記のとおり設定しましたのでお知らせします。

単 位

１０ａ 4,620 円  未整備圃場・１区画１０ａ以下は２割増

１０ａ 4,070 円  未整備圃場・１区画１０ａ以下は２割増

１０ａ 5,280 円  未整備圃場・１区画１０ａ以下は２割増

１ 箱 814 円  種子代含む　運搬料１箱 ６０円

 苗運搬１箱 ６０円　 未整備圃場・１区画１０ａ以下は２割増

 施肥植付(肥料別)９，９００円　同時薬剤散布（薬剤別）５２４円　 機械運搬料別途

１０ａ 1,100 円  薬剤代別

１０ａ 1,650 円

１０ａ 1,650 円  ミスト機散布（肥料代別）

１０ａ 17,600 円  機械運搬料別途　倒伏割増(５割まで)　未整備圃場・１区画１０a以下は２割増

１ 俵 660 円

１ 俵 1,617 円  ６０kg　包装まで（乾燥 ９２４円・調製 ６９３円）袋代別

１ ｍ 55 円  砂利層は２割増

１０ａ 16,500～ 円  作業内容により要相談（３０a以下は要相談）

１０ａ 8,140 円  耕起２回（砕土を含む）

１０ａ 4,400 円  ドリルまき（種子代別）

１０ａ 1,100 円

１０ａ 17,600 円  機械運搬料別途　倒伏割増(５割まで)　未整備圃場・１区画１０a以下は２割増

１０ａ 4,400 円  種子代別

１０ａ 3,300 円  中耕・培土各１回につき（一連作業 ４,４００円）

１０ａ 17,600 円  機械運搬料別途　大豆・そば専用コンバイン使用

１０ａ 1,100 円  ５㎞以内

３０㎏ 165 円  市内

１時間 2,200 円  刈払機使用　自走式等は別途

１０ａ 1,650 円  ブロードキャスター１回散布

１梱包 1,650 円  ロールベーラ直径120㎝標準  ヘイベーラ45㎝×40㎝×80㎝標準２７５円

１ 俵 1,617 円  包装まで　麦類・大豆・そば　袋代別

１ 日 8,032 円

１ 日 12,400 円

    ・燃料は機械主持ちです。

最高額 最低額 データ数 物納の平均値

２０，０００円 ５，３０２円 1,158 ６４kg/10a

圃場整備地区 １９，０００円 ５，３０２円 914 

圃場未整備地区 ２０，０００円 ７，０００円 244 

圃場整備地区 １９，０００円 ７，０００円 861 ７６kg/10a

圃場未整備地区 ２０，０００円 ７，０００円 205 ７６kg/10a

圃場整備地区 １７，１５０円 ５，３０２円 53 ５９kg/10a

圃場未整備地区 ２０，０００円 １０，２５０円 39 ５５kg/10a

畑 ５，０００円 ２，０３１円 56 

(注)・データ数は、集計に用いた筆数です。

    ・平均額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。

作 業 内 容 金 額 摘　　　　　　　　要

耕 起

荒 代

植 代

育 苗

 薬剤代別（パック剤散布１０a当たり５５０円）

 ドローン・ブームスプレイヤーは１，６５０円

粉

液  薬剤代別　ドローン・ブームスプレイヤーも同額

追 肥

コンバイン刈取

色 彩 選 別 機  調製と一連　単独使用は要相談

乾 燥 ・ 調 製

畦 塗 り

レーザーレベラー

耕 起 整 地

播 種

麦 踏 み

コンバイン刈取

播 種

管 理

刈 取 り

穀 物 運 搬 料

米出荷運搬料

畦 畔 刈 り

施 肥

麦・稲わら集束

乾 燥 ・ 調 製

一般の農作業
 標準８時間　1時間1,004円　作業内容に応じ増減
 栃木県最低賃金が変更され、作業金額がその額を下回る場合は、栃木県最低賃金の額に
 読み替える

オペレーター作業  標準８時間　１時間１，５５０円

(注)・上記の表は標準額です。作業困難（圃場の条件、作業の難易等）な圃場は、それらを勘案して当事者間で決定してください。

上記の金額は消費税10％を加算した金額となっております。（ただし、一般の農作業8,032円、オペレーター作業
12,400円は除きます。）

令和６年　賃借料の平均契約額 （標準小作料ではありません）

下記金額は、令和６年の契約額の平均額であり、推奨するものではありません。
貸手・借手で十分に協議し、賃借料を決めてください。

農　地　区　分 平均額

全体 １４，０００円

１４，０００円

１３，７００円

１４，１００円

１３，８００円

１２，２００円

１２，７００円

全　　　域 ３，７００円

機 械 田 植 １０ａ 8,140 円

薬剤散布

粒 １０ａ 1,100 円

麦

類

大

豆

・

そ

ば

　農地法が平成２１年に改正され、標準小作料制度が廃止されたことから地域における賃借料の情報を提供することとなりました。
こちらで情報提供する金額は、1年間の賃借契約に基づき集計した平均額を公表するものです。資材・米価の変動事情を反映しており
ませんので参考値としてご利用ください。

　令和６年１月から令和６年１２月までに賃借権を設定した際の賃借料の平均（10aあたりの年額）は次のとおりです。

さくら市

氏　家

喜連川

水

稲

共

通

田

　　さくら市農業委員会

　　ＪＡしおのや（氏家地区、喜連川地

　　　詳しくは、さくら市農業委員会にお問い合わせください

　　　さくら市農業委員会事務局　ＴＥＬ６８１－１１２４       

令和７年度　農作業賃金等の標準額


